


給与制度に関する項目
教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施している。
平成25年度からは、授業アンケートを踏まえた教員評価の仕組みを導入し、この間、客観性・適正性をより一層確保するため必要な改定を行いながら定着を図ってきたところ。
平成29年度に実施した「教職員の評価・育成システム」に関する教職員アンケートの結果等も踏まえ、引き続き評価・育成システムがより良い制度となるよう、今後も必要に応じて改善に取り組んでいきたい。

職員の業務負担軽減に関する項目
大阪府では、大阪府教員等育成指標に基づき、教職員それぞれのキャリアステージに応じた資質向上をめざし、研修を実施している。
府教育センターが実施する研修において、オンデマンド開催については、勤務時間内に実施することや、分割して受講してもよいことを、実施マニュアルに示すとともに、府立学校長協会校長連絡会、市町村教育委員会学校教育指導主管部課長会議等の機会を通じて周知に努めている。

職員の業務負担軽減に関する項目
教職員定数については、学校教育の充実・発展と、教育課題に的確に対応するため、国の措置する定数を最大限に確保し、各学校の課題の状況とその取り組みに応じて、重点的な教職員の配置を行っているところ。
　今後とも、教職員定数の確保に努めるとともに、適正な定数管理に努め、適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでいく。

職場環境の改善に関する項目
学校において整備することが法令上の義務として求められる主な安全衛生管理体制は、常時50人以上の職員が在籍する学校では、衛生管理者の選任と、衛生委員会の設置、50人未満の職員が在籍する学校では、衛生推進者の選任。
市町村立学校における衛生委員会の設置や男女別の臥床できる休養室の設置など、労働安全衛生管理に関する事項については、設置者である市町村教育委員会の所管事項。
府教育委員会では「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」において、労働安全衛生法等の法令に基づき、教職員の健康の保持増進と快適な職場環境形成の観点から、学校の規模（職員数）に応じ、職員の意見を聴くための機会を設ける等、労働安全衛生管理体制をより充実させるよう指導しているところ。
引き続き、府教育委員会では、市町村教育委員会に労働安全衛生管理体制の充実を働きかけていく。

ＩＣＴ環境整備にかかる職員の業務負担軽減に関する項目
府教育庁では府立学校ネットワークサポートセンターを設け、各校からの機器、システム、ネットワーク等に関する問合せに対応している。
　併せて、ＧＩＧＡスクール運営支援センターを設け、全教職員を対象として、児童生徒１人１台端末に関する問合せ対応やＦＡＱサイトの充実、クラウドサービスに関する設定作業の代行等を通じて、各校の支援を実施しているところ。
　さらに、同センターの人材を派遣し、全府立学校に対して訪問ヒアリングを実施するとともに、必要に応じて、遠隔支援により解決できなかったトラブルへの対応や学校の実情に応じた校内研修などを行っているところ。

ＩＣＴ環境整備にかかる職員の業務負担軽減に関する項目
平成30年度より国において「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画」として、コンピュータ機器や大型提示装置等ハードウェアの導入、超高速インターネット及び無線ＬＡＮの整備、ＩＣＴ支援員の配置等に必要な経費についての地方財政措置が講じられており、その積極的な活用についてお願いをしているところ。
　また、国において、「GIGAスクール構想の実現」により、様々な国庫補助が示された。これらの補助金や地方財政措置を活用し、市町村がそれぞれの状況に応じて学校支援を進めているところ。
市町村立学校については、９つの市町村と連携し、大阪府ＧＩＧＡスクール運営支援センターを設け、教職員や児童生徒、保護者を対象として、１人１台端末に関する問合せ対応やＦＡＱサイトの充実、専門人材による学校訪問での研修支援等を実施しているところ。
　さらに、各学校での実践の参考にしていただくため、府で指定しているスマートスクール実現モデル校の取組みを、546事例、大阪府のWEBサイトに掲載している。加えて、令和４年２月には、教職員専用ポータルサイトを開設している。このサイトでは、現在、407事例の実践を掲載しており、学年や教科に加えて、「協働学習」「個別学習」といったキーワードでも検索し、実際の授業動画を見ることができるようにしているところ。

職場環境の改善に関する項目
現在、教育庁では、平成16年度に設置した府立高校の普通教室等の空調設備の更新や府立学校の体育館への設置、平成30年度からは支援学校の特別教室への設置に取り組んでいるところ。
　府立高校の特別教室の空調設備については、各校の音楽室やＬＡＮ教室に加え、視聴覚教室など、使用頻度の高い３教室も対象に設置している。
　平均気温の上昇や猛暑日の増加など環境の変化を踏まえ、特別教室の使用状況等を検証した上で、生徒の学習環境の改善に必要な対策を検討していく。
　また、教員については、職員室に空調設備を設置済みであるが、職員室内にすべての教員の席が確保できない学校については、各校の状況を確認しながら、個別に対策を検討していく。

職員の業務負担軽減に関する項目
高等学校の学級編制については、国が定める40人という標準を堅持しつつ、国措置定数を最大限活用して教育条件の改善を図る中で、多様な高校教育の展開に対応することとしている。
国は、義務教育標準法を改正し、小学校について学級編制の標準を５年かけて段階的に35人に引き下げるが、府としては、35人学級が未実施の学年については、国加配を活用して「少人数習熟度別指導」か「35人学級編制」かを、市町村が実情に合わせて選択できる取組みを、今後も継続する。
国に対しては、35人学級を小学校全学年で早期に実現するとともに中学校にも拡充すること、さらに35人学級への計画的な引き下げに伴う教職員定数の改善については、加配定数を維持するよう、要望を行っているところ。

職員の業務負担軽減に関する項目
府教育センターでは、学校行事等と研修との重なりを防ぐため「初任者研修」「10年経験者研修」の日程を前年度中に決定、周知している。

特別休暇制度に関する項目
　休暇・休業制度等については、市町村教育委員会を通じて周知徹底を図るとともに、研修会等あらゆる機会を通じて指導してきたところ。また、今年度においても、「学校職場における勤務条件等（制度解説）」を作成し、新規採用教職員に配布するとともに、市町村教育委員会及び府立学校に送付し、活用を依頼しているところ。
　今後とも、適切な制度運用が行われるよう取り組むとともに、全ての教職員が働きやすい職場環境づくりに努めていく。

特別休暇制度に関する項目
特別休暇については、より府民理解を得られる制度にする観点から、民間状況も一定反映されている国制度を基本に見直しを行い、平成22年度から実施している。
なお、妊娠中の職員通勤緩和については母子健康手帳交付を受けている職員に加え、令和４年10月から母性健康管理指導事項連絡カード等のある職員にも対象を拡大したところ。
育児部分休業、子育て部分休暇及び介護時間等と時間単位年休の併用取得について、令和５年７月から実施したところ。
また、子育て部分休暇の対象となる子については、令和６年４月から、小学校６年生まで引き上げていく。
保育休暇の廃止に伴い、保育所等への送迎にあたって勤務時間の弾力的な運用が必要な職員に対しては、早出遅出勤務を導入し、様々なニーズ等をふまえ運用してきたところ。
平成27年９月に、その対象職員の範囲を「小学校１年生から３年生までの子を育てる職員」から「小学校に就学している子を育てる職員」に拡充した。
また、平成28年９月より、小学校就学の始期に達しない子のある職員について、「当該子の保育所等への送迎」要件を「当該子を養育するため」とするとともに、公務に支障がない場合に、これまでの勤務パターンに加えて、30分早出の勤務パターンを導入し、制度拡充を行なったところ。
　なお、育児時間の取得において、配偶者の育児時間と併用する際に同一時間帯に付与することができないとする運用について、仕事と家庭の両立の観点から、一定の要件のもと、夫婦で同一時間帯に取得できるよう、平成25年９月より制度の弾力的運用を行ったところ。
介護休暇制度については、これまで期間延長等の改善や短期介護休暇を創設し、介護休暇の１回の取得回数の制限を平成29年4月1日から撤廃したところ。
新型コロナウイルス感染症に関する職務専念義務免除については、国の制度に準じて実施しているところ。今後とも、国の制度を基本に対応していきたい。

妊娠中職員の業務負担軽減に関する項目
妊娠中の職務軽減については、体育実技担当者等の軽減措置や養護教諭の職務軽減措置を講じており、平成20年度から軽減措置期間を妊娠判明時から産休に入るまでとしているところ。
また、養護教諭に対する職務軽減については平成31年１月から、栄養教諭に対する職務軽減については令和２年８月から、基本的に、その代替者について、措置することとしたところ。
代替者の確保については、国による財源措置を活用することにより、令和５年度は対象校種を小中学校に加えて支援学校（小・中学部）にも拡大し、７月末までの期間に産育休を取得する教員を対象に年度当初から臨時的任用職員を前倒しで任用する措置を実施するとともに、中学校教諭の普通免許状を所持する者に小学校の臨時免許状の授与、免許状失効者等を対象とした研修等を行っているところ。
また、前倒し任用については、令和６年度より、国において対象職種を拡大することとされており、国の動向も踏まえて、取組みを進めていく。
これらの取り組みを行うことにより、今後とも適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでいく。

教職員の育児にかかる環境整備に関する項目
府教育庁では、次世代育成支援対策推進法に基づき、「大阪府教育委員会特定事業主行動計画」を策定し、令和２年４月から５年間を計画期間とする後期計画に取り組んでいるところ。
後期計画では、次世代育成の趣旨から、子育て中の教職員支援の取組を進めており、府費負担教職員に対する取組の参考となるよう、各市町村教育委員会へ情報提供を行った。
育児休業等の男性職員の取得促進については、子育て推進月間、育児短時間勤務の導入などに加えて、平成22年６月から、配偶者の就業状況にかかわらず育児休業を取得可能とする改正等を行ってきた。
また、次世代育成の観点から、令和４年10月より、男性の育児参加休暇の取得可能期間を産後１年まで拡大したところ。
さらに、教職員の更なる休暇・休業制度の理解向上と取得促進につなげるため、育児に関して利用可能な制度を一覧にした表や、育児休業に関する制度等の周知資料を、各府立学校及び各市町村教育委員会へ送付し、全教職員への周知に努めているところ。
引き続き、子育て中の教職員をはじめ、すべての教職員が働きやすい職場環境づくりに努めていく。

職員の業務負担軽減に関する項目
育児短時間勤務制度は、子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間について、教職員からの請求に基づき、承認しているところ。
育児短時間勤務者に対する代替措置については、原則、短時間勤務を行う職員の勤務時間と正規の勤務時間との差に相当する非常勤職員等を措置することとしている。
これらの取り組みを行うことにより、今後とも適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでいく。

ハラスメント防止に関する項目
職場における様々なハラスメント行為は、個人としての尊厳を不当に傷つけ、その能力の有効な発揮を妨げるとともに、職場秩序や業務の遂行を阻害する重大な問題であり、組織にとって大きな損失をもたらすもの。
　府教育庁では、毎年４月と10月に各ハラスメントの防止及び対応に関する指針、ハラスメント相談窓口の案内、教育長メッセージ「ハラスメント『０』に向けて」及び職場における教職員間のハラスメント相談員の手引きを府立学校校長・准校長に通知するとともに市町村教育委員会にも参考送付し、指針等の周知のほか各市町村で策定しているハラスメント指針等を必要に応じて見直すよう指導している。
　また、令和５年５月に府立学校校長・准校長、教頭を対象とした研修でハラスメントに関する講義を実施するとともに、令和５年４月から７月にかけて、府立学校の新任校長・准校長、教頭を対象としたハラスメント防止に関する研修を、令和５年９月に小中学校の新任校長、教頭を対象としたハラスメント防止に関する研修を実施した。
　小中学校の教職員については、市町村教育委員会に対してハラスメント防止の観点から研修を行うよう指導しているところ。
　さらに、教職員がハラスメントを受けた経験や教育庁・学校のハラスメント防止についての取組みが予防や解決に役立っているかなどを把握するため、府立学校の教職員を対象に「教職員間のハラスメント実態把握アンケート」を実施し、令和５年７月に結果を公表し、市町村教育委員会に情報提供を行った。
　今後とも、管理職及び教職員の意識啓発を図るなど、安心して働くことができる職場環境をつくるとともに、公平な調査のあり方や被害者への寄り添った対応となるよう、指導・助言に努めていく。



